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３市共同資源化事業に関する説明会会議録

○日 時  平成２５年８月２０日（火）午後７時～９時７分

○場 所  東大和市立中央公民館

○出席者  以下のとおり

区 分 出 席 者

組 織 市

小 平 市
市長・副市長・環境部長（ごみ減量対策課長・ごみ減量

対策課長補佐）

東 大 和 市 市長・副市長・環境部長（ごみ対策課長）

武蔵 村山市 市長・副市長・生活環境部長（環境課長）

小平・村山・大和衛生組合
管理者・助役・事務局長（計画課長・計画課長補佐・計

画課主査）

※小平市長と組合管理者は同一。小平市副市長と組合助役は同一。

【会 議 内 容】

【事務局長】

定刻となりましたので、これより３市共同資源化事業に関する説明会を開催いたします。

本日は、お忙しい中をお集まりいただきましてありがとうございます。司会を担当しま

す小平・村山・大和衛生組合事務局長の水口と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

本日の説明会の進め方でございますが、お手元に配布いたしました次第のとおりでござ

います。３市の市長及び衛生組合管理者からのごあいさつと、今後の事業の推進について

の表明を行いまして、続いて、お手元に配布させて頂きました「３市共同資源化事業の今

後について」の内容を、事務局よりご説明させて頂きます。そして、最後に、質疑応答と

させて頂きますのでよろしくお願いいたします。

具体的には、本年２月及び３月に開催いたしました３市共同資源化事業に関する説明会

の結果と、今後の事業の進め方につきましてご説明をさせて頂きます。

それでは進行にあたり、いくつかの連絡とお願いをさせて頂きます。最初に、終了時刻

は、２１時を予定しています。写真・ビデオの撮影はお断りさせて頂きます。報道機関の

方が見えておりますが、報道用としてプライバシーに配慮して頂き、３市市長及び組合管

理者の所までで撮影を許可させて頂きます。録音については特に制限いたしませんので、

よろしくお願いいたします。携帯電話については、電源はお切りいただくか、マナーモー

ドに設定をお願いします。質疑については、なるべく多くの方からの質問等をいただくた

め、質疑応答はお一人３分程度とさせていただきますのでお願いいたします。また、同じ
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方の重複は避けていただくようにお願いいたします。以上でございます。よろしくお願い

いたします。

それでは、本日の出席者を紹介いたします。東大和市の尾崎市長でございます。続きま

して、武蔵村山市の藤野市長でございます。続きまして、小平市の小林市長でございます。

小林市長におかれましては衛生組合の管理者も兼ねております。

続きまして、東大和市の小島副市長でございます。続きまして、武蔵村山市の山崎副市

長でございます。続きまして、小平市の山下副市長でございます。山下副市長におかれま

しては衛生組合の助役も兼ねております。

続きまして、東大和市の田口環境部長でございます。続きまして、武蔵村山市の山田生

活環境部長でございます。続きまして、小平市の岡村環境部長でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

それでは、最初に、各市の市長・組合管理者から皆様へのごあいさつと、今後の事業の

推進に向けた取組みついての表明させていただきます。それでは、東大和市長よろしくお

願いいたします。

【東大和市長】

皆様こんばんは。東大和市長の尾崎でございます。本日はお暑い中お集まり頂きまして

ありがとうございます。

本日は、３市の市長と衛生組合管理者の出席によります３市共同資源化事業に関する説

明会にご出席いただき、誠にありがとうございます。東大和市の可燃ごみ、不燃ごみ及び

粗大ごみは、昭和４０年２月以降、小平市及び武蔵村山市、東大和市の３市で、小平・村

山・大和衛生組合を組織し、共同処理を行ってきております。小平・村山・大和衛生組合

の焼却施設と粗大ごみ処理施設は、長年の使用により、それぞれ施設の建替えが急務とな

っている状況にあり、引き続き、共同処理を円滑に実施していくには、３市共同資源化事

業が必要となるものであります。

本事業につきましては、本年２月から３月にかけ、計８回の住民説明会等を開催し、多

くの方々から、ご意見等をいただいているところであります。後ほど、「説明会の結果報告

と今後の事業の進め方について」を報告させていただきますが、３市共同資源物処理施設

は、衛生組合の施設更新と一体として実施する事業でありますことから、３市の廃棄物処

理を継続的、かつ安定的に処理していくうえで、必要不可欠な施設であるという共通認識

に基づき、３市と衛生組合で共同して、桜が丘２丁目に公設で施設を設置するものであり
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ます。

最後に、衛生組合は、組織する当市におきましても、将来にわたり円滑な廃棄物処理を

進めていくために、無くてはならない重要な組織であります。そのため、小平市、武蔵村

山市及び衛生組合と協力のもと、市民の皆様と協議を重ねながら、事業を進めてまいりま

すので、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

【事務局長】

それでは引き続きまして、武蔵村山市長からお願いをいたします。

【武蔵村山市長】

皆さん、こんばんは。ただいまご紹介をいただきました武蔵村山市長の藤野でございま

す。どうぞよろしくお願いをいたします。

本日は、３市の市長と衛生組合管理者の出席によります３市共同資源化事業に関する説

明会に多くの皆様にご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。

さて、武蔵村山市のごみ処理の現状でありますが、可燃ごみ及び不燃ごみは、市内の集

積所から収集後、小平市にあります小平・村山・大和衛生組合に直接搬入しており、資源

物は、当市内伊奈平地区にあります民間事業者の施設３カ所に搬入し、中間処理を行い、

売り払い等を行っております。

この中で、資源物の多くを占めている容器包装プラスチック及びペットボトルの２品目

につきましては、当市内の民間業者への委託により処理しているため、資源買い取り価格

等の影響を受けやすく、委託単価の増減はもとより、民間事業者の事情によっては、処理

委託契約ができなくなるおそれもあるわけでございます。

そこで、３市共同資源化施設において共同処理をすることにより、民間事情の影響を受

けにくくなり、安定した処理が可能となることが考えられます。

さらに、焼却施設の建て替えを視野に入れた３市共同資源化事業は、廃棄物を将来にわ

たり、安定的に処理していくために必要な施設であり、スケールメリット等による廃棄物

処理単価や施設建設単価の減額も見込まれていることから、地元住民の皆様のご理解をい

ただき、本事業を進めてまいりたいと考えております。

今日、ごみ問題は全国的に大きな課題であり、ごみの減量化、再資源化を市民の皆様と

ともに進めていく必要がございます。今後も、４団体が協力して、さらなるごみの減量に

努めるとともに、地元住民の方と協議を重ねながらご理解をいただき、周辺の環境整備等

を行ってまいりたいと考えておりますので、何とぞご理解とご協力をお願い申し上げます。
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【事務局長】

ありがとうございました。それでは引き続きまして、小平市長であり、衛生組合管理者

である小林市長から、お願いをいたします。

【小平市長・衛生組合管理者】

皆さん、こんばんは。小平市長であり、また、小平・村山・大和衛生組合の管理者でご

ざいます小林でございます。どうぞよろしくお願いします。

本日は、３市の市長と衛生組合管理者の出席によります３市共同資源化事業に関する説

明会に多くの皆さんにご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。

最初に、東大和市の尾崎市長さんよりお話がありましたように、３市共同資源化事業の

根幹をなす３市共同資源物処理施設の整備につきましては、小平市、東大和市、そして武

蔵村山市の３市における今後のごみ処理の適正な処理を継続をしていくために、必要不可

欠な施設整備と考えております。小平市長といたしまして小平市の事情を申し上げますと、

小平市では、資源物の中間処理は、小平市小川東町にあります小平市リサイクルセンター

という公設の施設で処理を行っております。しかし、この施設は平成５年度に開設をいた

しており、施設の老朽化も進んでおり、その後のリサイクル品目の拡大に伴い、現在の資

源物処理を行うのが精一杯でございます。処理能力にも限界を迎えているのが実情でござ

います。

今回の３市共同資源化事業における３市共同資源物処理施設の整備は、３市における容

器包装プラスチックとペットボトルの２品目の共同処理を行うことから、中・長期にわた

って安定して行うためには必要な施設と考えております。

続きまして、衛生組合の管理者としての立場でお話をさせていただきます。

衛生組合といたしましては、不燃・粗大ごみ処理施設の更新の遅れで、現有の粗大ごみ

処理施設の老朽化が著しく、保安上の安全も危惧をされている状況にございます。また、

焼却施設は、事業への着手から稼働、実際に動くまで１０年程度の期間が必要とされる中

で、目標といたしておりますのが平成３３年度、平成３３年度の更新に向けた事務に着手

ができない状況にございます。３市共同資源化事業は、組合の粗大ごみ処理施設や焼却施

設と一体のものであり、ごみ処理事業全体の中で相互に関連して処理を行っていくもので

あり、処理施設全体を一体のものとして進めていかなくてはなりません。

本年２月、３月には住民説明会を開催させていただきましたが、構成３市及び組合の４

団体として、３市共同資源物処理施設は３市の将来にわたる廃棄物処理を継続して安定的
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に実施するために必要不可欠な施設であり、想定地で３市が共同して公設で進めていくこ

とを再確認をいたしたものでございます。

今後、住民の方々のご意見を伺いながら、３市と組合がそれぞれの役割を果たし、さま

ざまな機会をとらえ、理解を求める努力をし、４団体で３市共同資源化事業を一歩一歩着

実に進めてまいりたいと存じます。

住民の皆様におかれましては、３市地域全域の廃棄物処理を継続的に安定したものとす

るため、この３市共同資源化事業の推進にご理解いただき、小平市、東大和市、武蔵村山

市の清掃事業が円滑に推進されますよう、ご理解、ご協力を賜りますことを、小平市長と

して、また、衛生組合の管理者としてお願い申し上げます。以上でございます。

【事務局長】

ありがとうございました。それでは続きまして、本年２月から３月に開催をいたしまし

た３市共同資源化事業説明会の結果と、結果を踏まえました今後の事業の進め方につきま

して、３市共同資源化事業推進本部の報告書、「３市共同資源化事業の今後について（報告）」

というのがお手元にお持ちと思いますが、こちらによりまして説明をさせていただきます。

なお、この内容につきましては、３市長、組合管理者へ説明、報告をし、了承されている

ものでございます。

【計画課長】

小平・村山・大和衛生組合計画課長の木村でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

それでは私のほうから、３市共同資源化事業の今後につきましてご説明をさせていただ

きます。お手元に配付をさせていただいております「３市共同資源化事業の今後について」

の１ページをごらんいただきたいと思います。

４団体では、平成２５年２月から３月までに、想定地周辺地域住民の方々を対象といた

しました説明会並びに小平市、東大和市、武蔵村山市の３市市民向けの説明会等、合計８

回の説明会を開催いたしまして、これまでの３市共同資源化事業の取り組みの経過と４団

体で確認された基本事項、今後の事業の進め方につきまして、説明をさせていただきまし

た。

２の説明会の実施結果をごらんいただきたいと思います。会場は、地域住民説明会とい

たしまして、東大和市桜が丘の想定地周辺の住民の方を対象に東大和市桜が丘市民センタ

ーと小平・村山・大和衛生組合で合計４回開催をいたしまして、３市市民説明会として、
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小平市・東大和市・武蔵村山市の市民の方を対象に、小平市中央公民館、武蔵村山市役所、

東大和市役所において、合計３回開催をいたしました。また、要望を受けた団体に対して

の出前説明会を行ったところでございます。

主な説明内容は、３市共同資源化事業の経緯等、資源物処理施設の必要性、３市共同で

施設を整備する理由、施設整備場所の選定理由、環境配慮及び地域還元に関する基本事項

について、ご説明をいたしました。

２ページをごらんいただきたいと思います。（２）ですが、説明会参加者は延べ３１９名

で、地域住民説明会が２１７名で全体の６８％、３市市民説明会が６４名で２０％、出前

説明会が３８名で１２％の参加がありました。

（３）質問等の件数と内訳でございますが、全体で延べ３２２件の質問、意見・要望、

資料要求がありまして、説明会別では地域住民説明会で１６３件、３市市民説明会で１０

１件、出前説明会で５８件ありました。

３ページ、（４）をごらんいただきたいと思います。３２２件の質問等は、３市共同資源

物処理施設に関することが１６６件、３市共同資源化事業の進め方に関することが１１１

件、その他では４５件の質問等をいただいたところでございます。

（５）をごらんいただきたいと思います。内容別の主な質問等ですが、質問では、施設

の必要性、施設の立地、施設の環境影響などの３市共同資源物処理施設に関することが９

５件ございました。

主な内容は、施設建設の合理的理由や３市で２品目を資源化する理由、住宅密集地への

建設理由、想定地の選定理由、健康被害の想定とその対策、有害物質の漏洩による影響、

交通渋滞等による環境影響についてなどがありました。

次の３市共同資源化事業の進め方に関することは７２件ありまして、継続した説明会の

開催、時間をかけた説明等。また、その他では２２件あり、連絡協議会の東大和市民枠を

つくる予定等についての質問がありました。

４ページの②をごらんいただきたいと思います。意見・要望では、３市共同資源物処理

施設に関することが６５件ありました。主な内容は、現行のまま各市での資源化でよい、

想定地への建設は反対である、建設の白紙撤回を求めたい、近くに給食センターの建設計

画があり、給食への影響が心配である。また、施設そのものは反対ではない、施設建設を

進めることに反対する理由はないとの意見がありました。

次に、３市共同資源化事業の進め方は３９件ありまして、１カ月で結論を出すのは認め
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ない、白紙撤回し代替案を市民に募るべきであるなど。また、その他では１７件ありまし

て、連絡協議会の東大和市民枠の検討や東大和市がどうするかが最大の問題で、市民とし

てどう対処するか考えたいなどの意見・要望があったところでございます。

③の資料要求をごらんいただきたいと思います。３市共同資源物処理施設に関すること

が６件ございました。主な内容は、２品目処理施設のイニシャルコストや負担割合及びラ

ンニングコストについて。５ページになりますが、想定地の選定理由や選定経緯について、

環境負荷に対する目標値に関すること。また、その他は６件で、主な内容は、３市の廃棄

物減量とリサイクルの取り組みについて、３市のリサイクル施設の現状についてなどの内

容でございました。

（６）をごらんいただきたいと思います。説明会で質問や意見等を踏まえまして、参加

者との考え方の違いを整理したものでございます。施設の必要性では、４団体としては現

状のごみ処理の課題等を考えると３市共同による事業が必要であること、安定的な処理を

するため公設の施設が必要であるなどの考えを説明をいたしましたが、参加者は、委託等

により３市で行っている現状のままでいいとの認識から、公設で施設を建設することに理

解できないというものでございました。一方で、一部でございますが、施設そのものに反

対するものではないという参加者もいらっしゃいました。

施設の立地では、組合敷地内の１カ所に集中することなく分散整備すること、想定地は

リサイクル用地として既に活用していること、また、新たな財政負担を伴わないなど、適

地であるという４団体の考え方に対しまして、参加者は、他の処理方法や民間委託をする

べき、他に適地があるのではというものでございました。

施設の環境影響では、４団体から、環境影響を最小限にとどめる対策をとるという説明

をしてございますが、参加者は、揮発性有機化合物等の漏洩や搬入車両による交通渋滞、

交通事故への懸念があるというものでございました。

３市共同資源化事業の進め方では、４団体としましては、従来から事業の進捗状況によ

り広報や説明会を開催し、今回の説明会では３月末までに説明していく考えでございまし

て、施設の姿や環境対策について合意形成を図りながら進めていくこと、事業を進める段

階で桜が丘周辺地域住民との協議機関の設置を検討するという考え方でございますが、参

加者は、３月末という期限を定めての説明では情報が不足をする、行政主導での想定地決

定に反対であり、市民参加による事業の検討にするべきというご意見でございました。

次に、６ページの３をごらんいただきたいと思います。今回の説明会を行ってみてわか
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りました事業の課題を整理したものでございます。

１つ目は、３市全域での住民の意見集約がなされていないこと。こちらにつきましては、

参加者は桜が丘周辺地域及び東大和市の住民が多いと見受けられ、想定地周辺地域以外の

住民の意見がつかめていないことから、３市市民に広く事業について周知をし、意向を把

握する必要があるというものでございます。

２つ目は、参加者の多くは事業や計画へ反対の立場であったこと。こちらにつきまして

は、説明会では事業や計画に容認と見られる意見もございましたが、桜が丘周辺及び東大

和市で開催した説明会では、参加者の多くが事業や計画へ反対の立場でありました。また、

施設の必要性や想定地の選定経過について一定の説明を行いましたが、事業そのものへの

不信感があり、相互理解ができなかったものでございます。

３つ目は、説明した内容と参加者が説明会で聞きたかった内容に開きがあったこと。こ

ちらにつきましては、今回の説明会は、想定地での具体的な設計等を行う前に、地域住民

に対しまして本事業のこれまでの経過と事業の概要を説明することを目的としておりまし

たが、参加者は、具体的な事業計画の説明会ととらえていたため、内容に行き違いが生じ

たものでございます。また、桜が丘周辺地域及び東大和市の参加者の多くは、３市共同資

源物処理施設の環境影響や健康被害に対して関心がありましたが、施設の具体的な設計等

がない段階での説明でございましたので、その不安を解消するための詳細な資料の提示や

対応等を説明することができませんでした。

４つ目は、３月までの事業説明ではなく、時間をかけた説明が求められていること。こ

ちらにつきましては、桜が丘周辺地域及び東大和市の参加者の多くから、説明会を引き続

き開催し時間をかけて説明するよう、求められております。

５つ目は、継続して協議をしていくような説明会ではなかったこと。こちらにつきまし

ては、今回の説明会は住民が加わり継続して事業内容を協議していくような設定ではあり

ませんでしたので、参加者からは、継続して事業内容を協議できる場を求められておりま

す。

以上のように、この５点を課題としたことでございます。

７ページをごらんいただきたいと思います。３市共同資源化事業の今後についてまとめ

たものでございます。

まず、住民の理解についてでありますが、説明会では、事業や計画に容認と見られる意

見等もありましたが、想定地周辺地域及び東大和市での説明会の参加者の多くが事業や計
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画へ反対の立場であり、反対の要因としては、計画の妥当性、選定理由、施設の安全性、

施設のイメージ、行政の対応が考えられます。

また、説明会参加者と４団体での事業に対する考え方の違いが明らかとなり、その理由

といたしましては、４団体では、３市の資源物処理を含むごみ処理の現状における課題を

解消するために公設の施設が必要として事業を進めてまいりましたが、説明会参加者は、

過去の４団体の事業の進め方に対する不信感を持っていること、事業に対して説明会参加

者が望むような参画できる機会もないことから、事業に対する不安が増していることが挙

げられます。

現時点では、説明会での意見等や考え方の違いといった状況から判断すると、参加され

た地域住民には、事業に対する理解が得られたとは言いがたい状況であります。

次に、４団体の事業への考え方についてですが、４団体としては、３市共同資源物処理

施設は、不燃・粗大ごみ処理施設の更新、今後のごみ焼却施設の更新という喫緊の課題に

取り組んでいくために３市のごみ処理の枠組みの中で重要な位置づけと認識をしまして、

市民生活に必要不可欠な施設として、３市が共同で公設で設置していく必要があることを

再確認をいたしました。

そして、４団体としては、喫緊の課題の認識のもとに、時間の猶予がない中で事業の理

解を深めていただくために、地域住民を含めた３市全域にわたっての説明を継続し、住民

が参画できる枠組みの検討を行い、住民の信頼を得て事業を進めていくことが必要と考え

たところでございます。

次に事業の推進に向けた今後の取り組みについてですが、現時点では、住民説明会の結

果から、説明会参加者の理解が得られたとは言いがたい状況ですが、３市共同資源物処理

施設は、３市の将来にわたり廃棄物処理を安定的に実施するために必要不可欠な施設であ

ることから、３市共同資源物処理施設の想定地での建設を進めていくことを３市長及び組

合管理者で再確認した上で、事業を進める前提としまして、住民説明会の結果に対する認

識とともに、今後の基本的な方針を住民に表明するため、３市長及び組合管理者が出席す

る説明会を開催し、４団体の事業推進を示していくことが必要であると考えました。

また、３市共同資源物処理施設の建設を進めていくことを４団体で確認し、衛生組合で

予算措置を行った上で３市共同資源化事業基本構想等の策定を行っていくこととしており

ます。

最後に、平成２５年１月８日付で締結しました４団体の確認書につきましては、ここで
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事業推進の方向性を確認したことでその目的を達成したため、今後は事業推進の進め方に

ついて新たに合意形成を行い、４団体で確認書を締結することといたしました。

以上が３市共同資源化推進本部の報告内容となりますが、この内容につきましては３市

市長と衛生組合管理者に承認されており、事業を進めていくこととなっております。

説明につきましては以上でございます。

【事務局長】

説明のほうは以上でございますが、それでは、９時までの時間でございますが、質疑等

をさせていただきたいと思います。

ご発言の際につきましては挙手をしていただいて、お住まいの地域、また、お名前、そ

れから、どちらの市長、または管理者に伺いたいかというものがございましたらおっしゃ

っていただいて、ご発言をお願いをしたいと思います。

また、多くの方がご質問いただけますよう、質疑応答につきましてはお一人３分程度で

お願いをしたいと思います。それから、同じ方の重複は避けていただいて、たくさんの方

からご質問がいただけるように、ご協力をどうぞよろしくお願いをいたします。

それでは、ご質問等がおありの方は挙手をお願いいたします。前の方、どうぞ。

【住民】

東大和市清水の者です。私、この話、ちょっと唐突に伺ってるんですけど。そもそもで

すね、もう場所も決まっちゃって、公設の設備が必要だという認識のもとに話が進んでる

ようなんですけど。要するに、小平・村山・大和衛生組合の延長線上で、こういう設備を

桜が丘につくるという既定内容になっているんですね。これ、何で公共、今の衛生組合が

効率よく、必ずしも運営されているように思わないんですけど。もっと、初めからシャッ

フルしちゃって、事業者で、どういうふうなことで、採算面を含めまして、どういうふう

になるのと。そこのあたりからの基本的なリサーチから始めるべきじゃないですか。そん

なのすっぽかしちゃって、衛生組合の延長線で決まっちゃってるんですね。おそらく、小

林市長からもお話があったんですけど、窮屈になってくる設備は明確ですよ。で、この設

備はどういうふうな手順で、どういうことでやるのか、十分に説明した上で、これまでの

説明についても十分に、ウェブなんかでもきちんと挙げて十分な情報を公開して、十分納

得いくような方向で再検討されるべきじゃないですか。初期値に返って再検討すべきだと

いうのが私の主張です。
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【小平市長・衛生組合管理者】

質問ありがとうございました。この話は、きょう初めてではないんですよね。私は市長

になりまして９年近くなりますけれども、私がなった直後に、この話を進めようというこ

とで３市で既に調印をして、この間何回か、地元への説明は行っております。ですから、

きょう初めての方もおられるかと思いますが、この間何もせずに、唐突に、きょう発表し

たというものではございません。我々がとり得る範囲で手続きをしてきたというふうに思

っています。そうではないということでおっしゃられるということであれば、今後でき得

る限り皆さんのご理解をいただくように、今後もご理解いただくように努力をしてまいり

たいというふうに思います。以上でございます。

【東大和市長】

東大和市のことにつきましてもお話があったわけですけれども、私どものほうは、小平・

村山・大和衛生組合の１組織団体として、これからも今回のリサイクルの施設、それから

あと、これから粗大だとか、あるいは焼却施設等一体的に処理をしていく、整備していく

という必要性があるわけでございまして、そういったためには、やはりきちんと東大和市

として意思表示をして進めていく必要があるかなというふうに思ってございます。

それで先ほど来、基本的にリサイクルからということでございますが、それにつきまし

ても、従来にも増して各市とも、リサイクルはしっかりと進めていきたいというふうには

考えています。

【事務局長】

ほかに、どなたかございますでしょうか。そちらの真ん中の女性の方。

【住民】

桜が丘の者です。一番最初に言いたいのは、まず、報告で書かれている想定地について

の選定理由は、違ってます。施設の整備場所の選定理由ですが、説明書に、報告書に書か

れているものが違っています。４団体が事業の経緯として一番初めに挙げる、ごみゼロプ

ランを組織して、１５年から１７年にかけて３市共同資源化事業の可能性について検討を

行ってきたという部分ですが、この初めの１５年度のごみゼロプランの見直し報告書には、

「ごみ処理施設が集中することによる施設周辺地域住民の負担を考慮すると、東大和市の

用地を借用するなど分散させて整備する必要がある」というのが、これが一番最初の文で

す。

その次の１６年になりますと、「施設、組合の敷地に集中することなく分散整備する必要



－12－

があること。また、敷地面積及び用地確保の実現性を考慮し、東大和市の現リサイクル施

設の用地を借用するのが最善と考えた」と、ここでは敷地の面積のことまで挙げています。

整備場所の選定理由というのは、選定されるまでの経緯です。ところが、今書いてあるの

には、こういう選定のことじゃなくて、今私たちがこう思うということで書かれて、選定

された経緯ではありません。１６年にはもう、想定地にするということが決定したときの

理由まで書かれていることは、「周辺の負担を考慮する」ということと「施設の面積を考え

ると」ということになっていますが、考えた上で、こんな一番、周辺地域の、５００メー

トルしか離れないところに何でつくらなくちゃいけなかったのかということと、おかしな

ことですが、東大和市用地の、借用するとしか書いてなくて、共同処理による経費。１５

年度のごみゼロ報告書にはまだ、東大和市の用地を借用するとしか書かれていないのに、

そこのところに共同処理をする経費の推定という項目があり、そこには既に敷地面積４,

３００平米ということで、想定地が決まってるんですね。何で、こんなばかな。最初の、

周辺住民のことを考えるということでしかないのに、そこでもう４,３００平米ということ

まで出てて、こんな進め方をしてきたのに、あなたたちがこの間報告書に書いたことは、

まるっきり違いますよね。

どういうことをしてきたかということを考えると、この間小林市長はテレビ番組で、東

大和には迷惑施設がないということを遠回りで、小平には焼却施設があり、武蔵村山には

し尿施設があると。だから、東大和の住民は理解しなさいと。あなたが理解しなさいと言

っている人たちは、たった、煙突から５００メートルですよ。そこに１個、もう一つ施設

を建てて、その上であなたはまだ、煙突も更新させろと言うんですか。自分のところにだ

けあって、そうだと言うんだったら、各市が全部、自分の市の中心に持っていってから言

ってください。以上です。

【小平市長・衛生組合管理者】

１５年、１６年と話がありましたけれども、これは３市の広域的な事業の中で、１つ２

つの理由で決めるということではなくて、総合的にいろんな要素を絡めて決めていくとい

うことの中に、今おっしゃったような。私がテレビで言ったこと、後でちゃんと見ており

ませんけれど、かなり唐突な質問だったと思いますが。

【住民】

どういう理由で建ったという、どういう理由でここをそういうことにしたというのは、

尾又市長も、そう言ってらっしゃいます。
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【小平市長・衛生組合管理者】

広域的な理由の中で、小平が中間処理、いわゆる焼却施設を持っている、武蔵村山市さ

んはし尿を持っている、こういった中で、３市の中で広域的な事業として中間処理、いわ

ゆるごみを減らして、燃やすごみを減らしていくということになれば、できるだけ資源を

再利用、リサイクルをしたほうがいいという大きな視点の上で３市が合意をして、じゃあ

つくろうということになって、どこがいいのかという議論の中で、今おっしゃられたよう

なことも総合的な判断の中に、私は入っていたんだろうというふうに思っております。

その中で、３人ともその当時は市長ではございませんでしたので、行政ですから、継続

性ですから、責任はしっかりと果たしてまいりますが、そういった総合的な判断の中で想

定地が決まったというふうに思っております。

【住民】

それが文書で残ってないということですよね。文書で、１５年、１６年。

【事務局長】

時間が１人３分程度ですので、ほかの方にお回しさせていただきたいと思います。

【東大和市長】

すみません、迷惑施設ということで、今、小林市長のほうから１５年、私どもが市長で

ないというふうな時期だったというふうなこともあるわけですけれども、一般的に迷惑施

設だと言われるものです。迷惑にならないような、そういう施設を皆さんと一緒に工夫し

てやっていきたいというふうに考えているわけでございます。

やはり、このような施設がないほうがいいというのは当然だというふうには思いますけ

れども、そういった中でも新しいいろんなことを考えながら、皆さんとともにやっていけ

ればなというふうには思っているところです。

【事務局長】

それではほかに。そちらの方、どうぞ。

【住民】

私は武蔵村山の住民なんですけれども。ほかの紹介があったり、あるいは説明会等で、

インターネットへでています、全部読ませていただきました。一応何か、理由としては継

続性にあってということを盛んにおっしゃってますが、万一、例えば健康問題が生じて、

杉並病、寝屋川病とか、あるいは町田にもありますけど、そうしたものを思ったときにむ

しろ、継続的安定のほうじゃなくて、とんでもない状況になってくる可能性というのは、
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今までもあり得るわけです。

一番、今の説明会の中で、ネットで流れてますことで気になること、確認とちょっとご

質問したいんですが。それは、もちろん健康問題も、ＶＯＣは環境濃度より低い濃度で出

すことが技術的に可能であると言い切っておられます。しかも、何回も出てきます。それ

で確認したいんですが、ＶＯＣというのはもちろんプラスチック用品のことですよね。

それから、環境濃度といいますのは、これはプラスチックＶＯＣが出ないところの通常

の濃度という意味だと思うんですが。しかし、そうだとすると、そういう普通の環境濃度

ではプラスチック用品はないんですから、ほとんどゼロなはずですね。それよりも低い濃

度で出すことということは、ほとんどゼロだという意味ですよね。それが技術的に可能だ

と言い切っておられますが。私もこのことは非常に関心があって、私も理科系の人間です

ので、いろんな本を読んだり、いろんなことを調べてますが。もちろん、活性炭とかいろ

んな技術が今開発はされてますが、ゼロに近い濃度にこのプラスチックＶＯＣの有害物質、

これはいろいろあります。場合によっては１００、２００とありますけど、その中でも非

常に有害なものが、難病なんかでも民間の研究者等が調べて指摘してますし、今現に寝屋

川では裁判でもちろん、物質が特定できませんということで全部負けてますけど、例の公

調委で今始まってまだ議論してますし、杉並病の場合も公調委のほうが、特定はできない

けれども、一応認めましたね、因果関係。

それでお聞きしたいんですが、技術的に可能であると。これ、ほんとうから言ったら、

このデータと資料をお見せいただきたいんですけれども。これ、言い切る以上、もしこれ、

虚偽だとすれば住民を非常にだましているというのがありますので、私、これ、非常に気

になりました。ちょっと、それ、お願いします。

【事務局長】

恐縮ですが、技術的な専門的なことになりますので、事務局のほうから、内容について

は答えさせていただきます。

【事務局】

事務局のほうから、お答えさせていただきます。きょうは、市長、管理者の説明会でご

ざいますので、端的に結論だけ申し上げますけれども。寝屋川にある施設の例ですね、こ

ちらのほうでは、全てデータを公開しております。こちらをごらんになってみればわかる。

ちょっと、手元に持ってないですけれども。
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【住民】

細かいことを言いますが、調べてありますよ。技術的に可能だとおっしゃっているわけ

ですよ。見てください。そのお答えの根拠を。

【事務局】

その根拠は、寝屋川の施設では環境濃度を測定されているとともに、施設から排出され

るＶＯＣの濃度も測定をします。

【住民】

私は、ＶＯＣ１１種だと。１１種だけですよ、あそこの寝屋川でやっているの。

【事務局】

その濃度は、環境濃度より低いレベルまで技術的に落とされているという状況でござい

ます。またもう１つ、今、環境濃度はほとんどゼロだというお話がありましたけれども、

これはそうではありませんで。

【住民】

プラスチックＶＯＣの。

【事務局】

プラスチックＶＯＣが。家庭ではプラスチック製品がたくさんございますし、プラスチ

ックＶＯＣではないですけれども、化粧品ですとか殺虫剤とか、そういうものからも環境

負荷が発生しております。文献によりますけれども、一般環境濃度よりも部屋の中のほう

が高い、こういうデータも出ておる状況でございます。

詳細については、説明会でも申し上げましたけれども、定性的なものの説明ではなかな

か理解できないというご指摘がございましたので、今後事業を進める中で定量的な調査を

行いまして、明らかにしていきたいと思います。以上です。

【事務局長】

個別のことですので、また個別にお話をいただければと思います。きょうはせっかく市

長さん方がおいでになっておりますので、事業全体のことでご質問があれば、よろしくお

願いいたします。ほかにどなたかございますか。はい、そちらの男性の方、お願いします。

【住民】

昔の話ですけど、杉並病というのが施設の周辺で起きて、これは二、三年で撤退したん

ですけど、これの原因、何だったんでしょう。裁判では明らかにされてない。有害物質、

とにかくこの施設から出る有害物質でこういう症状になったということは裁判では判定し
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てるんだけど、何の物質が作業によって出るのか。今ちょっとあちらでお話があったんで

すけど、どういうものが出ると今の段階で想定されているのか、それを教えてもらいたい。

【事務局】

化学物質のことについては、ご心配だということで、たくさんの質問も皆さんから受け

ました。公調委のほうでは原因物質を特定しないまま、杉並中継場の操業に伴って排出さ

れた化学物質によるものであるというような判断をしています。ですから、特定をできな

いということで、揮発性の有機化合物、ＶＯＣと言われるものも影響してるんではないか

というようなことが言われているという状況です。細かくは、個別にお答えさせていただ

きます。

【住民】

個別じゃないんですよ。個別の問題じゃないんですよ。そういう有害物質が、何だかわ

からないけど出ている。それをどうやって抑えるのか、発生を抑えるのかというのが、手

の打ちようがないわけでしょう。何が出るのかわからないで。二千数百の物質が言われて

いるんだけど、実際に何が、この操業によって出るのか、それがわからないで、どうやっ

てそれを抑制することができるのか、それが不思議でならない。

【事務局】

ここで細かい説明はできませんけれども、いわゆる杉並病と言われている工場とは全く

違うものです。あちらのほうは不燃ごみという、ごみを集めて、圧縮をして大型車に積み

かえるという施設でございます。私どもで今計画している資源物処理施設は、きれいなプ

ラスチックを運んできていただいて、なおかつ、不純物、リサイクルできないものですね。

また、生ごみなんかも多少入ってくるのも聞いておりますけれども、そういうものを手選

別、きれいに取り除いて、その後圧縮をしてリサイクルに回す、こういう施設でございま

すので、杉並の施設とは全く異なった施設である、そのことだけはご理解いただきたいと

思います。

【小平市長・衛生組合管理者】

心配されるのは当然、近くに住んでおられますから、いろんなことを、最悪の状況を想

定されて質問されているということは、よくわかります。今回の施設は、今まで経験のな

い、全く未知の世界の施設をつくるということではなくて、小平市だけで言わせてもらえ

ば、既にリサイクルセンターというのがありまして、同じことをやっております。真ん前

には国立精神・神経医療研究センターがあります。その近くには給食センターがあります。
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そして、その南側には大きなマンションがあります。そこで既に長く実績があります。で

すから、そういった意味で、今まで経験のない、今までやったことない施設をつくるとい

うことではなくて、そういった、非常にある面では、既に各市で取り組んでいるものを共

同でやろうということ。今までやったことないものをやるということではなく、今まで既

に３市でやっているものを共同でやる。共同でやるということについては、いろいろ広域

的な事業のスケールメリットを負う部分もあるし、あるいは５００メートルしか離れてい

ないということを言われますけど、それは、そこで梱包した、今、手選別でやって、その

中で不純物や汚いものとか皆さんにご迷惑をかけるようなものを全て分別をして、今度は

中島町の焼却場で燃やすわけですよね。そういった、ちゃんとした手選別をやりますので、

その意味で、私が知り得る範囲ではご心配なさらなくて結構だと思うんです。

【住民】

小平でやって、何も出ない、有害物質が出てないということですか。プラスチックは、

圧縮しても何も出ない、有害物質が出ないということですか。これは多摩市の仕事をやっ

ている業者の話では、有害物質は確実に出ると言っています。それは、実際にどういうも

のが出る。何も出ないということですか。

【事務局長】

ご意見として承らさせていただきます。次の方、お待ちになっておりますので。一番後

ろの方、どうぞ。お願いします。

【住民】

東大和の者です。先ほどに女性の方がお話しされてたことやほかの方が質問されていた

ことと若干重なるんですけれども、１つ目の質問は、小平の焼却場の煙と廃プラの汚染、

同じエリアに重なります。住宅が密集して子どもがたくさん住むエリアですけれども。小

平の市長と武蔵村山の市長にお伺いしたいんですけれども、そこがもし自分の市民の住む

エリアだったらば、どう思いますか。用地の選定は、そこがベストだと思われるかどうか、

まず教えてください。

【武蔵村山市長】

武蔵村山の市長ですけれども、お答えをさせていただきます。私も、平成２２年６月に

市長に就任いたしました。そのときにもう、３市の資源化事業というのは引き継ぎの中で

東大和の候補地が上がっていて、その後しばらくして「えんとつ」という、衛生組合が発

行されている「えんとつ」というものを見て、ああ、ここで決まったんだなというふうな
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ことをまず認識いたしました。

それで私が思うには、どの市民であっても自分のところに来てほしくない、これは誰も

皆同じ思いだと思っている。ただ、今、ごみ問題、何といっても、どこの自治体でも大変

な問題になっていることは、皆様はご存じのとおりだと思います。その中で今出されてい

る計画案にしますと、ほんとうに市民の皆様には多大なご迷惑をおかけいたしますけれど

も、市民の皆様がほんとうに今までどおり安心・安全に暮らせる環境設備を整えた施設に

つくっていきます、そのような強い思いを持っている中では、私は、自分のところに来る、

来ないというよりも、そういう思いを皆様には十二分にご理解をいただくべき施設なのか

なというふうに思っています。もちろん、日本全体に誇れる安全対策だけは徹底的に小平・

村山・大和衛生組合にはしていただくとともに、皆さんのご理解はこれからも進めていき

たいなというふうに思っております。以上でございます。

【小平市長・衛生組合管理者】

小平市長の小林でございます。小平市にできたらどうするのかという話でありますが、

冒頭でもお話ししましたように、今回の施設は何々市につくるとかということではなくて、

３市で広域的な事業としてやろうことであります。そういう意味で、所在地は東大和市で

すから、当然、皆さんの心配されることは十分承知はしておりますが、３市の中で、いろ

んな議論の中で総合的に小平市でやろうという方向が決まれば、私は、これは体を張って

小平市に誘致していくということです。

【住民】

煙とか汚染物質が重なるエリアになるということが私はおかしいと思っているので、ど

この市でもいいんだったらば、もう一度考え直してほしいなと思います。すみません、あ

と２ついいですか。早目にしますので。答えも要りません。ごみの有料化が東大和市は今、

案が出ていると思いますけれども、そちらとの今回の廃プラ施設の建設との関連を教えて

いただきたいと思います。私はこれを見たとき、ごみ有料化の説明を見ても、これ、ごみ

有料化して廃プラ施設の建設費用にするのかなと思いました。ごみを有料化すれば、ごみ

は減ると思いますけれども、ごみを減らしてから民間委託にするのかどうか。比較して、

メリットがどうしてもそちらのほうがメリットがあるんだったらば、廃プラ施設の建設を

再度考えるべきではないでしょうか。尾崎市長、お願いします。

【東大和市長】

ごみの有料化ということでございますけれども、ごみを減らすというのは資源も含めて
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ございますけれども、私自身は十何年も、１０年はたつかなと思いますけれども、そうい

うときから、資源物、そして、可燃や不燃をどうしたら減らせるかということは、いろん

なところでお話をさせていただいているわけですけれども。また、考え方も、どうしたら

減らせるんだろうということをずっと一貫して考えてきたわけですけれども。そういった

意味で特に、いろんなものはあるわけですけれども、特にプラスチック関係については、

当時は、きれいにしてどこかに埋めておけば、５０年もすれば日本は資源大国ではないか

というふうな思いもあったわけですけれども、現実に市長になりますと、やはりそういう

わけにはいかないという現実的な課題もあるわけですけれども。そういった意味で、有料

だというのはきのうきょうという考え方ではなく、減らすための手段として大分昔、私自

身は議員であった時期もあるわけですけれども、そういう時期から有料化については考え

なければならない。東大和市も、有料化ということはもう１０年以上前になるかと思いま

すけれども、検討したことはあるというふうには理解しているわけですけれども、私はさ

らにもっと、要するに家庭から出る廃棄物そのものを、極端になりますけれども、市民の

皆さんと一緒になってゼロにしたいというふうな考え方で、いろんなことをこれからして

いこうというふうに考えてございます。今回の資源化施設とは、私自身、今言った有料化

というのは直接的には一切関係はないというふうに、私自身は認識しております。以上で

す。

【住民】

ゼロにはならないと思います。すみません、もう一つ、どうしても質問させてください。

民間の活用について教えてください。廃プラ施設の建設に関して、今、東大和市と武蔵村

山市は民間を活用していると思いますけれども、廃プラの処理について。それは、今後ど

うしてそのままじゃいけないのかということを以前質問したときに、民間の委託は不安定

だからだめだというふうな回答をいただいたと思います。一方で、ごみの有料化の資料を

見ると、資源物のごみは民間活用をうまくしていきましょうみたいなことを書いてありま

す。どうして、片方は民間の委託を活用していこうといって、どうして廃プラのほうは民

間委託は不安定だからだめだと言っているのか、教えてください。

【東大和市長】

私どものほうで民間活用と言っているのは、行政がどうのこうのということではなくて、

民間の力、アイデア等をどうしたら使えるか、誘発できるかというところが発想の第一の

ところでございまして、行政が回収するという考え方は、皆さんは、ごみ減量というと行
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政が回収しなきゃいけないんだろうという前提に立って物事を考えてますけれども、行政

が回収するということは、税金を使うということなんですね。私はそうではなくて、民間

の活力を使って、民間の中で税金を使わずに処理できる方法はあるんではないかと。よく

静脈経済とか動脈経済とかというふうに言いますけれども、静脈というのはほんとうに静

脈のままでいいのかという考え方は、昔から持っているわけでございます。

そして、市長になってから特に感じるのは、東大和市に限って、ほかの市の内容を知り

ませんので東大和市ということで言いますけど、東大和市は、現在の行政サービスを提供

するために、毎年１５億前後の借金をしながらしているということ。もし、この借金がな

ければ維持できないというのが東大和市の現状なわけです。これをどうするかということ

になりますと、行政サービスを下げるというのは非常に難しいということがございます。

ですから、市民の皆さんと一緒になって、今までと違った発想で何とかならないかという

ところでございます。そういったところから民間活力というのは、これは今回のごみ有料

ということだけではなくて、それ以外の部分についても積極的に活用していかなければ、

行政サービスを維持しながら市民の皆さんの満足度を高めていくのは、私は不可能だとい

うふうに考えております。以上です。

【事務局長】

それでは、後ろの方、ご質問どうぞ。

【住民】

前回の話し合いのときに、民間委託だととても不安定だというお話が何回も出たんです

ね。それで、こちらの施設を共同でやった場合に安定した方向で進められると。民間だと、

いろんな時代の流れでとても不安定になるということを何回も言ってたと思うんですが。

今の話とはちょっと違うと思うんですけれども、それについてお願いします。

【東大和市長】

要するに委託という前提でおっしゃっているんだと思うんですけどね、委託とか、そん

なことは一切考えてないんです、私は東大和市として。私ということになるかもしれませ

んけど。そういう前提に立って考えるということではなくて、行政に集まってこないんだ、

極端に言えばそういう前提に立って考えてますから、民間が安定するとか安定しないとい

うレベルの問題ではないということなんです。それは、委託という行為をするから安定し

てなきゃ困るんだと、それは当然の話ですけれども。ただ、もっと先のことを考えれば、

そういうふうなことでなくてもやっていけるような形にできないかということで私どもの
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ほうはいろいろと考えて、工夫しながら、これからやっていきたいなというふうに思って

ございます。ですから、皆さんの中にもいろいろなアイデアがあるだろうというふうに思

いますけれども、ぜひ、今の方がおっしゃったように、いろんなご意見をいただきたいな

というふうな思いはございます。以上です。

【住民】

いろんなご意見をと言いますが、もう既に場所とか決まってますよね。それで、いろん

なご意見と言われても、とてもこちらではそういった考えができないと思うんですが、そ

れについてお願いします。

【東大和市長】

今の質問は、東大和市が有料化ということで先ほどの質問の続きということで私は理解

して答弁をさせていただいた、お答えをさせていただいたということでございまして、今

回の民間委託について不安定というのは、委託事業という考え方に立って考えればそうい

う可能性があるということで不安定だという言葉が使われているというふうに、認識して

います。

【事務局長】

ほかに、どなたかございますでしょうか。じゃ、前の女性の方。

【住民】

初めてこの会議に出席させていただきました。小平の中島町、焼却場の西側なんですけ

れども、一番、先ほど別の方から質問がありましたけれど、やはり環境影響評価というも

のについて再度検討していただきたいんですよ。私ども、煙突を毎日見て生活をしている

ものですからね。ここから、どのような物質がこれから出てくるのか。健康被害について、

再度、評価していただきたいと思います。簡単ですけれど、失礼します。

【小平市長・衛生組合管理者】

ほんとうに、中島町の皆さんには長年にわたって施設を受け入れていただきまして、ほ

んとうにありがとうございます。感謝申し上げます。今、小平市長として答弁させていた

だきますが、それだけに、ご心配をされているような有害物質と言われているようなもの

のデータは逐一、どういう形かは知りませんが、報告をしておりますし、情報公開もとき

どき、市民の方から請求もありますし、その意味では、ご心配は要らないというふうに断

言をさせていただきます。
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【住民】

私ども、よく、掲示板というか電光掲示板で出ておりますけれどもね、それが。

【小平市長・衛生組合管理者】

きょう来られた方の中には、私が何百回、何千回、安心ですと言っても、多分皆さんは、

やはり近くに住まわれていると心配だと思いますが、我々が逆に安全を形で、数字であら

わしていくしかしようがないと思うんですね。ここはですから、これからも。細かい数字

のことは事務方から説明させていただいて、またそれは別の機会で、データ等の資料があ

れば個別に行ってもらっても。私たちは透明性を旨としておりますから、どんどん、それ

は個別。ここで全て何もかもということではありませんので、事務方に言う場面もあるし、

必要であれば、この会もまたやる必要があれば、皆さんからその必要性があればやります

し、引き続いて、その安全性については、我々、最大限の努力をしてまいります。

【事務局長】

後ろのピンクの服の方、お願いします。

【住民】

こんばんは。私は建設反対です。もし、建設をしたいとどうしてもおっしゃるならば、

ほかの市が成功されているように、こういった迷惑施設を建設する際に成功されている市

を見習っていただきたいというふうに思っております。

このままではらちがあかない。私たちも、とても、説明を聞いても納得がいきませんし、

何も心に響いてきません。大丈夫です、大丈夫ですと言われて大丈夫じゃなくなった例が

原子力発電所、いい例だと思います。安全神話も崩れました。なので、何かあった場合に

市や都が何かしてくれるとは、到底考えられません。なので、もし建設をしたいというふ

うにおっしゃるのであれば、第三者委員会というものを立ち上げていただいて、３市、小

平市、東大和市、武蔵村山市の市長さんプラス、そういったことに詳しい大学教授の方な

り専門家なりを招いて、こういうことをしたらどうかというような話をしてはどうでしょ

うか。そういうふうにゼロからスタートされるほうが、よっぽど前進すると思います。

いきなり東大和市に、ここにありますのでこうしますというふうに言われましたら、８

００メートルの圏内に三者共同のごみ処理施設もあり、小学校、中学校、高校、そして保

育園まであるというようなところにそういったものを建てるということ自体がやっぱりお

かしい話だと思いますので、私としては、再度ゼロから検討をお願いしたいというふうに

思っております。以上です。
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【事務局長】

ご意見として、受けとめさせていただきます。前の男性の方、お願いします。

【住民】

東大和市に住んでいます。焼却施設、小平市長さん、ありがとうございます。

私は、ごみを焼却する、減量というんですか。自分では、生ごみを出すときは十分水を

絞って、新聞とか紙袋に包んで燃えやすいように努力しています。それと、ペットボトル

と缶と瓶は、一切、市の業務には出したことはありません。全部、自分で、買ったところ

に戻しています。皆さん、反対、反対と言っているけど、そこまで自分たちが、皆さん、

やってますか。やってるんだったら、何とでも言ってください。

何もしないで、ただ、行政、お願いしますでは、僕は通じないと思うんです。

武蔵村山市はし尿施設ですよね、お願いして。市の処理ですよね。今、東大和市でやろ

うとしているのは、今、仮設ですよね。仮というか。そこでプラを圧縮して、そこで、そ

の施設で燃やすということじゃないんですよね。それが、果たして、じゃあ、どうなのか

と。皆さん、それを反対するんでしたら、ほんとうに自分たちで、全てのごみに対して減

量できる努力をしてほしいんです。それと、私は極端な言い方かもしれないですけど、瓶、

缶、ペットボトルは３市の皆さんが、収集しない、皆さん、買ったところに戻してくださ

いよということが可能でしょうか。３人の市長さんにご質問しています。以上です。

【東大和市長】

ありがとうございます。可能かというか、非常に、今ここで可能ですというだけの自信

はないわけですけれども。ただ、長期的にそういうふうな方向にもっていくという努力を、

私自身はこれから１０年とか２０年とか、スパンになるかもしれませんけれども、そうい

う努力は市民の方と一緒にやっていかなければいけないという。これは資源だけではなく

て、燃えるごみ、不燃ごみ、家庭から出る廃棄物。要するに、不要になったもの全てにわ

たって、それをどうするかというのをもう一度、原点に返ってというのは語弊があるかも

しれませんけれども、今までのように行政の回収に依存するという考え方はどうかなとい

う思いはずっと昔から持ってございまして、それを何とか啓発事業ということで各市は一

生懸命チラシだとか説明会をやったりとかして努力はして、現在まで来ているわけですけ

れども、なかなか廃棄物というのは、出したら消えてなくなるというふうな、思っている

方が多いんではないかなというふうに思ってございます。莫大な税金をかけて、それを回

収、処理しているわけですけれども、少なくとも先ほどご質問の方がおっしゃったように、
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一人一人の方がそういう前向きな姿勢でやれば、もし全員ができるならば、要らないとい

うことになりますね。煙突も、ああいうふうな大きなものは要らないんだというふうに思

いますけれども、なかなかそういうわけにはいかない。やはり長期的な大きな課題だなと

いうふうには思ってございますし、それが１０年か２０年か３０年、わかりませんけれど

も、ただ、そういう方向に向かっていきたいというふうには思っています。

【事務局長】

前の男性の方、お願いします。

【住民】

桜が丘に住んでおります。何度かいろんな質問があった中ではっきり答えていただきた

いところがあったので、そこのところをお願いしたいんですけれども。

今の候補地を決めた、平成１５年、１６年とありますけれども、候補が幾つかあって今

の場所に決まったという、そういう流れというのが今までの説明でなく、最初からそこで

すよという形で、今の場所が想定されているというふうになっています。それは検討と言

わずに、直接幾つかの候補があった上でこういう条件があり、また、こういう環境の中で、

ここが一番ベストだという形で選ぶというのが、本来の形です。私が言いたいのは、実際

に決めるまでのプロセス、これがきちんと説明できていないところにまず問題があると考

えていますので、まず、その候補地を決めた。何件かあるんであれば、幾つか、そこの中

のどういったもので一番今の場所がよかったというところを、明確にしてください。それ

の回答をお願いいたします。

それともう一点ですね。３市共同推進本部会の議事録のほうが出ておりまして、これま

でに何度か説明会をしていただきまして、それに対して住民の理解を得たとは言い難いと

いう形でお話のほうをされているかと思うんですけれども、その中で、説明をしたが、十

分な説明を行った上で推進本部で判断を進めていくのでいいであろうという回答になって

おりますけれども、基本はやはり、住民の理解をした上できちんと判断をしていただきた

い。ただ、説明をした、回答をした、これで住民は自分たちは回答したんだからいいだろ

うというような考えではなく、もっと住民のほうのことを考えた上で、説明したから、も

うオーケー、別に反対という意見なかったから、十分に説明したからというような形でち

ょっと進めていくという、そういうやり方自体やめていただきたい。そこはちょっとお願

いです。

ですので、一点、選定された理由、複数あったんであれば、そこのところを説明お願い
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します。

【事務局】

今の桜が丘の選定理由なんですけれども、限られた既存の土地の中で土地利用、既存の

用地の土地利用の中で、用地費について新たな財政負担を伴わないこと。今、小林管理者、

小林市長からもありましたけれども、そういったことを中心に総合的に検討を続けてきた、

時間をかけて、私どもの内部のほうで検討してきた結果ということでございます。

現在の私どもの組合の用地、中島町の用地でございますけれども、３市３４万人の廃棄

物を処理しているというような状況で、ほぼ敷地目いっぱいといいますか、全体を活用し

ている中で処理をやっています。今、環境対策という話がありまして、私どもの説明の至

らないところがあるんですけれども、何よりも環境対策は、処理するごみを減らすことだ

と、このように考えてございまして、できる限り、現状の搬入量、処理量を減らしていか

なければならない。こういうことで、組合の敷地に限定するという前提があったことも事

実でございます。

【住民】

すみません。候補のところを幾つか候補があったのか、なかったのか、その中で何が一

番よかったのかというのを回答してくださいと言ったわけで、別に処理のお話ではなくて、

今のところを選んだ経過のところを明確にお願いします。今のじゃ、質問の回答になって

いません。選定した上での、幾つかあるわけですよね、いろいろ時間をかけられて決めら

れたんですよね。じゃあ、幾つかあったわけですか。それで、その中で今の繰り返し、桜

が丘のところの場所がよかったと、その選定した理由を教えてくださいということです。

【事務局】

複数の用地を検討して今の桜が丘に決定したという経過ではございません。

【住民】

ございません、ですか。言いたいのは、だから、結局、そういうプロセスがきちんとで

きていないで進められているということに、まず納得ができていないです。ですので、ゼ

ロのところからもう一度やり直すべきだと考えます。

【小平市長・衛生組合管理者】

私のほうから補足説明といいますか。冒頭、最初の質問で、平成１５年、１６年の話、

つまびらかにというお話をしていただきましたけど、もちろん、Ａ地区、Ｂ地区、Ｃ地区

があって、議論の中でＡ地区になったということではなくて、いろんな、まさに３４万人
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の広域的な事業を行うに当たって、いろんな諸条件があります。例えば今言った、３市で

応分にできるだけ負担しようということ。あるいは、新たに土地を求めるときに、今、３

市は大変厳しい財政事情にある。ですから、できれば既にリサイクル施設として稼働をし

ているところということになると、村山さん、大和さん、小平もあるわけ。その中で総合

的にいろんな諸条件を勘案した中で、ここでやろうということで想定地になったんであっ

て、具体的にＡとかＢとかＣとかじゃなくて、いろんな議論の中で積み上げて最終的な結

論と至った。それを皆さんは、ここありきではないかと言うんですけど、そんな、誰かが

独裁的に決めるわけじゃなくて、内部的に努力をします、議会も諮っています。議会の中

で、傍聴がおりました。これも、きょう、唐突でやった話ではなくて、既に、これは７年

も８年も前に既にこれは想定として決定しているわけです。

【住民】

会議録で提示してください。

【住民】

諸条件は当然、そのとき決めたこと。今現状、諸条件というのは変わってきていると思

うんですね。であれば、今現時点での条件で見直すというのが筋じゃないでしょうか。も

う何年も前の状態の条件と今の環境というのは当然違ってまして。

【小平市長・衛生組合管理者】

条件は変わっておりません。

【住民】

変わってます。

【住民】

じゃ、それを、何でもいいです、出してください。私たちに明確にするように、ホーム

ページでも結構ですので、今の現状の環境と昔の決定したときの環境が変わっていないと

いう条件を、私たち住民に見せてください。

【住民】

つくり話じゃないように、ちゃんと過去のあった会議録で開示してください。

【住民】

よろしくお願いします。

【小平市長・衛生組合管理者】

既に公にできるものはしてありますので、情報公開で請求されれば、すぐに手に入るも
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のですから。

【住民】

じゃあ、どれとどれを見ればいいかだけ、教えてください。

【小平市長・衛生組合管理者】

それは事務方のほうで。

【住民】

何が環境が変わってないのかというところを明確にお願いします。それはどうやって公

に載せていただけるでしょう。

【事務局】

今ご説明申し上げましたとおり、総合的な理由で、Ａ地区、Ｂ地区、Ｃ地区の中から選

んだということではございません。ただ、当然、ごみといいますか資源の処理をいたしま

すと、収集の都合がございます。収集の都合で、やはり収集できない地にある場所。もう

一つ、残念ながら、先ほど手選別をすると、資源に適さないものがどうしても混じってく

るというお話をいたしましたけれども、そういうものについては手選別で取り除いて焼却

施設のほうに運ばなくちゃいけない、そういう地理的な条件もあります。そういう条件に

ついては変わってはいないという意味であったのが、管理者が申し上げたものです。敷地

の選定理由については、そういうものを総合的に勘案して決めてきた。それについての、

決めた要因についての状況については変わっていないということでございます。

【事務局長】

そちらの後ろの方、どうぞお願いします。

【住民】

東大和市の者です。ほんとうに何か素朴な疑問。きょういただいた資料の５ページの施

設の立地のところに「１カ所に集中することなく分散整備する必要がある」とあるんです

が、このことを考えると、５００メートルのところに既に焼却炉がある今の選定地は真っ

先に除外されるべきだと思いますし、今、七、八年前とは変わっていませんと小平の市長

がおっしゃいましたけど、七、八年前は何もなかったかもしれませんが、今の桜が丘の地

域は一番人口が増えている、増加している地域で、目の前にショッピングモールとかいろ

いろ、そういう施設もあって、ただでさえ交通の渋滞がひどいところで、そこに、ごみの

処理を伴ったトラックが１日に何百台も行き来するわけですよね。そうすると、「環境影響

は最小限にとどめる必要がある」とありますが、普通に考えれば、最小限どころか最大限
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の影響が出ると思うんですが。そういうことを考えると、今の場所を想定地にするのは無

理があると思うんですが、いかがでしょうか。

【小平市長・衛生組合管理者】

繰り返しになりますけれども。総合的に判断をして、今おっしゃられたことも、もちろ

ん私も現場へも行ったりしておりますから、よく場所の事情は承知しておりますけれども、

３市の中でつくるという前提の中で想定地を探していくということになって、いろんな条

件の中で、今のところが一番適地ということであります。以上です。

【事務局長】

手を挙げてらっしゃる、前の男性の方。

【住民】

きょうの配付された資料の中で、反対の要因について具体的に挙げてありますが、計画

の妥当性、選定理由、これは候補地のですね。それから、施設の安全性、施設のイメージ、

行政の対応ということが簡単に述べられています。ちゃんと分析されているわけですね。

しかも、事業に対して説明会の参加者が望むような、参画できる機会がないということで、

事業に対する不安が増しているというような、ちゃんと分析をされているわけです。した

がって、そういう状態から脱するためには、事業の理解を深めていただくために、地域住

民を含め、３市全域にわたっての説明を継続して行い、住民が参画できる枠組みの検討等

を行い、住民の信頼を得て事業をするということが必要。非常に立派な文章なわけです。

ですから、これを具体的にやってほしいと思うんです。

つまり、今、住民が、この問題について参画できる機会がないということです。ですか

ら、私たちとしては、住民が参加した施設検討委員会をつくって、その中で、その計画が、

事業がほんとうに必要なのか、今の敷地が適当なのか、施設はどのような形の施設にすれ

ばいいのかということを市民の目を通して提案してもらって、そこで討議をして、その討

議を深めていくことで行政と市民が信頼関係を培っていくという方向をぜひとってほしい

というふうに考えています。これは、武蔵野市ではこういう形で住民の意見を十分聞いて、

徹夜で議論したというようなこともあるようですけれども、行政も大変だと思いますけれ

ども、そういう形で真剣に討議を尽くすということが必要だというふうに思っています。

聞くところによると、何か基本構想をつくるために予算を組むようですけれども、基本

構想を業者に丸投げするということじゃなくて、市民の目で、市民の目線で討議を深める

ということをぜひやってもらいたいと思います。以上です。
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【事務局】

住民を含めてというお話だったかと思います。まだ、内容と時期についてはまだ未定で

ございますが、そういったことを考えることは必要だということで思っておりますけれど

も、ただ、その時期、また内容については、まだ今、検討中でございます。以上でござい

ます。

【事務局長】

そららの書類を持っている男性の方、お願いします。

【住民】

きょういただきました資料６ページ、それから、７ページについてお聞きしたいんです

が。６ページの３のところ。ここで、２月、３月の間、住民の意見を聞いて理解を得た上

で推進するというような話。この会のあれでも、住民は納得されていないというようなこ

とを資料を分析されております。それの上で、７ページの（３）のところの中ほど、４団

体の事業推進を示していく。これ、何を。我々の意見を伴わなくて、事業をしていくとい

うような文章になっております。

この前ちょっと、６日の日だったですか、市の全員協議会、これに私、ちょっと傍聴に

行きました。そうすると、２５年度の予算計上を考えている。この事業に持ってくるとい

うような話を聞いたんです。ちょっと時期が早いんではないかなと思うんですけど、ここ

ら辺、尾崎市長、どうなんでしょう。お聞きしたいと思うんですけど。

【東大和市長】

全協というのは東大和市の全協ということでございますか。

【住民】

市役所の全員協議会。

【東大和市長】

ここに出ているのは、これは東大和市の全協。じゃないですね。うちの全協のことです

か。うちの全協で１３億計上したというふうに。

【住民】

２５年度の予算を何か計上するというような話。８月３０日、衛生組合で２５年度の。

【東大和市長】

衛生組合のほうで予算を計上するということを、うちの全協で説明したと聞いているわ

けですね。わかりました。うちの予算では、計上は当然できませんので。東大和市の予算
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では計上はできませんので、今の計上というのは、小平・村山・大和衛生組合の議会で計

上ということは出てくるというふうなことになるわけですね。

【住民】

それについて、我々の税金は、そうやって回るわけですよね。

【東大和市長】

そうですね。そう言われている意味では。

【住民】

理解が得られてないところで、ちょっと早いんじゃないかなと、そういうように思いま

す。

【東大和市長】

要するに今回のその予算計上というのは、今まで説明をしてきた、要するに２月、３月

でいろいろと説明をさせていただいた、先ほどご質問者の方が６ページにということで、

その中からおっしゃっていたわけです。これが、５つほどが大きな課題ではないかという

ことで整理をさせていただいたわけですけれども、この中で多くはやはりきちんとした、

データという言い方はおかしいんですけれども、説明を聞く方がその施設のある程度中身

をイメージができるような、そういうふうな形のものがやはりないと、ここで書いてある

ような課題を説明するのは難しいんではないかということで、今回、市の、要するにイメ

ージできるような、お示しするような、そういうふうなために予算をつけざるを得ないと

いうふうに私自身は理解して、小平・村山・大和衛生組合の議会に補正予算としてその分

を計上するというところは、了解をしたことでございます。以上です。

【住民】

きょうの資料から見ますとね、７ページのところに「事業の推進を示していく」と書い

てあるわけですよね。文章で、そこだけ、さっきも申しましたように、予算化、２５年度

に予算を計上するというのはおかしいんですよ。事業を推進していくなら、箱物だと、何

平米のものとか、何立米の大きなものとか、そういう機械がどうのこうのじゃなくて、例

えば先ほどから出ている環境問題、自動車、ガス、ここら辺につきましては、そんなに予

算計上もなく。こういう文書の予算計上じゃなくして、例えばそういう、するために、事

業をするために例えば交通調査しますよ、ガスの調査をします、だから、その金を計上さ

せてくださいということであれば、我々はわかるんですけれども、事業推進するために予

算を計上するというような文章になってると思うんですけど。ちょっと、今、市長の話と
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ちょっと違うと思っています。その辺お願いします。

【東大和市長】

この説明会の資料にもありますとおり、その中身について、なかなか理解が難しいと。

イメージがわかないということでですね、多くの方の質問の中では、そういうものを示す

ような、要するにわかりやすい資料が欲しいんだということだというふうに理解している

わけですけど。確かに、推進をすると。結果的には推進をするという形にはなる方向にな

るわけですけれども、ただ、その前にしっかりとした資料をお示しして、多くの市民の皆

さんに理解を得る、それが第一歩だというふうに考えているわけでございます。

何が何でもと、無視してそういう考え方でやっていこうというつもりはございませんの

で、やはり先ほど来小林市長もお話がありましたように、３市の市民の皆さん、地域の住

民の皆さん等を含めて、しっかりとイメージできるような資料をお示しして説明をしてい

くということがなければ、これ以上先には進まないんではないかなというふうな思いがご

ざいますし、やはりそういう資料をしっかり示すことによって多くの方に理解いただける

という可能性は大いにあるんではないかなという気持ちは、持っているところでございま

す。以上です。

【事務局長】

真ん中、中段の水色のワイシャツの方、どうぞ。

【住民】

すみませんが、東大和市の桜が丘の者です。ちょっと小平市長、小林市長に、ちょっと

お伺いしたいんですけれども。さきの市長選当日のテレビのインタビューで、小平市が、

先ほどの質問とも少しだぶりますけれども、小平市には焼却炉、武蔵村山市には衛生組合

があって、東大和にはその手のものがないということをおっしゃいました。焼却炉は地理

的には小平市の一番端っこにありまして、北は東大和、南は立川に接しています。もしか

して、こんなことはないとは思うんですけど、もしかして市長の認識としては、市の境に

見えない壁があって、においや煙はよそへは行かない、小平市だけ、中にとどまっている

んじゃないかというようなことを思ってられるんじゃないかと、私はちょっと疑っている

わけですけれども。そんなことはないとは思いますが。お願いします。

あと、テレビの放送の中でありましたのが、衛生組合から小平市が脱退するというよう

なことが出てました。それをテレビのインタビューで小平市の職員に問いただしたところ、

それを否定するような言葉は出てきませんでした。ということは、そういうことが実際に
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あったんじゃないかというふうに我々は思っているわけですけれども、それがあったから、

今こんなふうに強引に建築を進めるんじゃないかと、我々は疑っているわけです。それが

事実かどうか、ちょっとお答えいただきたいと思います。

あとそれと、処理場を建設するときの一番最初の説明で、粗大ごみの処理場とか焼却炉

の建て替えが迫ってるんで、ここのプラスチックの処理の量が決まって最終的な焼却でき

るごみの量が決まらないと、焼却炉の建て替えなり粗大ごみの処理場の建築の計画が決ま

らないということを、一番最初におっしゃられました。それから何年もたって、東大和も

村山も分別収集を始めました。現在は、当初の計画を立てたときよりも焼却に持ち込んで

いるごみの量は減っているというふうに、データが示しています。なおさらに、その上で

まだ同じように同様な計画をいまだ進めるということは、これは大変に矛盾しているんじ

ゃないかと思います。

あと最後にですね、似たような処理施設が、川崎にも廃プラ処理施設があります。とこ

ろが、その処理施設は収集量が予定量に満たないで、実質稼働しないというふうに聞いて

います。自治体は、こういった焼却、中間処理するプラスチックというのは、リサイクル

に回らないでほとんどが、半分以上は焼却処理されているというふうに我々は聞いてるん

ですけれども、これを新しくつくったとしても、こういう結果になるのは目に見えている

と、私は思います。そういう理由があって、計画には反対するわけですけれども。やっぱ

り最初から、東京都がやっているようにサーマルリサイクルに回したほうがよほど効率が

いいんじゃないかというふうに、私は思います。以上です。

【小平市長・衛生組合管理者】

それでは、３点目ですね、ちょっとわからないのは。説明する前にもう一回聞くかもし

れません。

１つ、最初は、小平市と東大和市、いろいろ壁があって、東大和市は東大和市で別だと

いう考えがあるということだと思いますが、全くありません。私は、きょうは２つの立場

で来てますので。小平市長としての立場と３４万人のごみ処理を扱う管理者としての立場

でありますから、当然、管理者としての立場が重いですから、そんなことは考えたことは

ありません。総合的な判断の中で、現在の想定地が決まりました。

ただ、その総合的な判断の中で、先程もいろいろ、幾つか候補地があってというような

話がありましたけれども、もちろん、現実に今稼働している施設というのが、各市にはあ

るわけですね。そこは当然、ごみ処理施設というのはどこでも建てられるわけじゃなくて、
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一定の用途制限、用途が規制の緩いところでしかできませんので。新たに一種住専のとこ

ろにつくるなんてことはできないわけです。いろんな制約の中で来ているわけであります

から、結果としては東大和市になるといいますか、ある程度分担論も、幾つかの総合的な

判断の中には、私は当時の選定の時点で私はおりませんでしたので、細かいところはつま

びらかにわかりませんけれども、そういったことは当然、一つの要因としてはあっただろ

うというふうには思っています。

それから、脱退論でありますけれども、これは既に３市で合意をしておりますので、こ

ういった信頼の中でやっている事業。私は小平市の立場で言えば、３市でやっていこうと。

焼却炉を更新する、平成３３年に更新をするわけです。今日は、中島町の人が何人もお見

えです。当然、今の現状のままでいいというわけではない。当然、ごみの減量化や資源の

リサイクルをもっと進めてほしい。できるだけ減量化して建て替えてほしいという、強い

要望があるんだろうと思うんです。そのときに当然、それには皆さんがごみを出さないと

いうことも排出者の責任としてはあるでしょうし、一方でやはり、こういう非常に分別社

会ですから、いろんなごみが出ます。それはやっぱり、できるだけリサイクルするものは

していこう。それはやっぱり３市で、できるだけスケールメリットを追う中で透明性や安

定性を確保するために公設でやっていこうということで打ち出しているわけでありますか

ら、この信頼の中で今日もやっているわけでありますから、脱退論というのは全くありま

せん。

それから３番目が、ごみが減っているのに今の計画でいいのかということだと思うんで

すが。もちろん、減っていくことは、我々各市は、それぞれ個別の事業で努力はしており

ます。ほんとうは、ごみの焼却施設も不燃・粗大施設も３市の共同処理施設も、ほんとう

はなければいいんですけど、これはなかなか理想論です。きょうお見えの皆さんのように、

意識の高い人ばかりではないんですよ。やっぱり、何でもかんでも全部ぼんとごみへ出し

て、いつも収集する人とトラブっているという現場は幾つかあるわけです。なかなか、皆

さんのような意見だけではなくて、なかなか、ごみを全体的に理解してとらえてもらえな

い人も非常に、むしろ多数なんです。そういった人たちに、現実的な問題として資源、リ

サイクルを、中間処理をしっかりつくって、その後に、それから全体的に減らしていくと

いうことはあるけれども、まずとにかく資源のリサイクルは進めようということで進めた

ものでありますので、これは引き続き計画どおり３市で進めてまいりたいというふうに思

っています。そのために計画しているものであります。
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それから、サーマルリサイクルのお話でありますが、これは１つの考え方としてあるこ

とは十分ある。一方で、やっぱり塩ビ系を燃やすことに対してのまだ、安全性という化学

的なものよりもやっぱり、かつてダイオキシンの話がまだ、多くの皆さんの中には恐怖と

してあるわけ。ベトナム戦争のとき奇形児が生まれた、あれはみんなそうですよね。枯葉

剤問題、まだあるわけです。そこでいきなりサーマルリサイクルを我々が受け入れるとい

うのは、なかなか、これは難しい状況だというふうに思っております。

【事務局長】

そちらの手を挙げてらっしゃる方、お願いします。

【住民】

桜が丘の者です。四、五年前に桜が丘に資源物処理施設をつくるということについては

署名を集めまして、陳情して、２,８００通ぐらい集まりました。それで、とんでもないこ

とをやる市長だということで落とせという話になりまして、見事、それが全部、今の尾崎

市長のほうにいったというふうに思います。

一番問題なのは何かというと、東大和市が基本理念、都市計画の理念を持ってないんで

すね。あそこは工業地帯になってますので、今度マルハンというパチンコ屋が１万平米以

上の、隣、全部更地になっていますけれども。あとは、風営法で許可されるのは何でもで

きます、あそこは。だから、それを早目にやはり、１０年後はこうなるということを見通

せなかった、当時の為政者ですか、それは能力がないというか、一言、そういう能力がな

いんですけれども。都市計画法にも、第２１条をごらんになるとわかりますように、適時

適切に都市計画は見直さなければならないということになっておりまして、何でもありの

場所なんですね、今。

本論に戻りますけれども、資源物処理施設をあそこに、当初は３３億円でつくるという

話で参考見積もりを出してくれといったら、７社応募してきて、４社が辞退していますよ

ね、とてもこんなことはできない。やっぱりコーポレートガバナンスがありますから、会

社は、こういうところにつくったらイメージダウンというのは、明らかにわかってます。

今後２品目に絞るということで、２０億円ということを提示をしてありますけれども、２

０億円をイニシャルコストとして投資して、今度ランニングコストがあります。今、外部

委託してますけれども、外部委託、今までずっとやってきて、イニシャルコスト、新しい

施設をつくって損益分岐点がどこに来るかというのはおわかりですか、分析されて。その

数字は全然出されておりません。私も昔は国民の公僕として、公僕のはしくれとして東大
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和市予算より多い金額を予算積算していたんですけれども、そのときに先輩に言われたの

は、君がやっているのは国民一人一人、赤ちゃんから年寄りまで１００円預かって、１０

０円以上預かって予算化しているんだから、心してやってくれ。ところが、２０億、３０

億であっても、市民一人当たりにしたら、１００円以上どころか１万円以上になりますよ

ね、負担。そこら辺はどうお考えでしょうか。

環境白書でも見れば、環境省が出している環境白書を見れば、要するにリサイクルとい

うのは１００％に近いんですね、全国の。ごらんになったことはあるかもわかりません。

それと内閣府が出している経済財政白書とか見ますと、今後、日本の経済はどうなってい

くかわからないんですよ。そこで、こういう莫大な資金を投資してやっていけるという、

何か担保があるんですか。それだけを３市長にもお聞きしたい。

【東大和市長】

最初の都市計画の関係でご質問をいただいたわけでございますので、これは東大和市と

いうことになるかなというふうに思ってございます。おっしゃったとおり、都市計画につ

きましては定期的な見直しが必要だという形には理解はしているところでございます。あ

そこは、工業地、要するに準工と言われる地域ということで、おっしゃるとおり、極端に

言えば何でもありというふうなところになってしまっているということは事実でございま

す。

そして、それを何もしなかったというわけでなくて、多くの諸先輩方がそこを何とかし

ようという意識があったということは、私自身は、古いお話になりますけれども、お話は

聞いております。ただ、変えるに当たりまして、やっぱり所有権。当時、所有権というか

所有者の権利というか、そういうものですね、が非常に強いという時代だったんではない

かなというふうには思ってますけど。反対の方が大勢いるということになりますと、でき

るかといったら、これはできない。変更することはできないんではないかなというふうに

思ってございます。

本来ならば、あそこは準工ということではないのがよかったのかなというふうには思っ

ていますけれども、そういった意味で、これからどんな形にしていくかというのを皆さん

の理解、意見等も含めて東大和市として検討していかなければいけないし、こういう地域

として残すのが、工業があそこにあるような形にということもあるだろうし、住宅地とい

うことになれば、またそれはそれなりの考え方を示さなきゃいけないのかなとは思ってご

ざいますけれども、やっぱり非常に難しい問題だったというふうには理解しているところ
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でございます。この点については以上です。

【事務局長】

大変恐縮ですが、終了予定時刻が迫ってまいりましたので、そちらの女性の方と、それ

から、そちらの茶色の服の方にお願いします。

【住民】

東大和中央の者です。２点ほどあるんですけれども、桜が丘の道路でヨーカドー、ヤオ

コーができて、５分、１０分も信号を待っているという車の渋滞は見たこともありません

が、これからリサイクルセンターができて何百台も走るなんてことはないと思いますが、

１日何台ぐらいを想定しているか教えてください。

それと、このようにタウンミーティング等に、私は必ず参加するようにしています。意

見を言うならば当然でしょうけれども、今回このようにたくさん参加した意識の高い皆さ

ん、もっとどしどしタウンミーティング等に参加して意見を言っていただければと思いま

す。

【事務局】

現状では１２０台ぐらいを予定しておりますけれども、技術的な部分ですね。圧縮があ

る程度できる収集車ですとか収集ルートを工夫することによって最大で１２０台ぐらいと

考えてございますけれども、実際にはかなり低い台数になってくるのではないかというふ

うに考えております。以上です。

【住民】

それ、片道ですよね。帰るときもあわせたら倍ですよね。

【事務局】

そうですね。

【事務局長】

それでは、茶色いＴシャツの方、それで最後に後ろの方、お願いいたします。

【住民】

桜が丘の者です。２点質問がございます。ちょっと、私も４月に引っ越してきて、この

ことを初めて知ったのですが。まず聞きたいのが、事業を推進する方々にとっては多分も

う、ごみ問題というのは大きな問題だと思いますし、これから今から白紙にすると、また

これから選定をどうするかという問題があるかと思うんですけれど、状況としては、行政

さんは住民の理解、反対派の理解はあるということは多分この書面から認識されていると
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思うんですけれど、この書面上、これでももう進めますよと。この場所でもう建てていこ

うという、推進する側としては多分、今後進めていくと言っていると思うんですけれど。

まず、東大和市長の尾崎さんに聞きたいんですけれど、これは、ここの地に建てる、建て

ないという最終決定権者というところは、この４団体のところで話し合われて決定される

ものなんですか。それとも、我々市民が何か行動を起こせば、それは白紙にできるような

レベルのベースのものなのか、そこをちょっと聞きたいんですけれど、まず１点目として。

あともう１点目は、いろいろなところからこれだけ、一番、多分問題としては健康問題

というのが大きいところで、いくら安全といっても、原子炉の問題のように想定外の問題

というところが今後起きるリスクはゼロとは言い切れないと思うんですけれど、もし今後

これを建てていって何か事故とか、例えば周りの住民に健康被害が実際にいっぱい出てき

たとかとなったときに、３市長としてこの問題に対して、任期がおりた後だったとしても、

その責任はとるつもりでいらっしゃるのか、ちょっと、そこの表明を聞きたいと思います。

【東大和市長】

理解が得られているか、得られてないかという部分でございますけど、今回の報告の中

でもなかなか難しいのかなというふうな認識ではいるところでございますけれども。ただ、

それでは、そのままでいいのかということは、私自身は考えていないということです。や

はり、３市しっかりと処理をしていくためには必要な施設ではないかというふうには思っ

ているところです。

そういった意味で、これからも地域の住民の皆さん、あるいは３市の住民の皆さんにし

っかりとイメージというか形あるものをお示しして、さらに理解を深めていくという、こ

れが大前提になるのかなというふうには思ってございますけれども、そういった認識で今

いるところです。

もう１点につきましては、それをないようにするというのが私どもの責任であるという

ふうには頑張っていきたい。確かに先ほど言われたように、想定外ということでございま

すけれども、原発の話がありましたけれども。安全であるという前提でつくられたという

ことが一番の大きな問題ではないかなというふうに思ってございます。ヨーロッパとか、

アメリカもそうですけれども、可能性があると。要するに、事故があるんだという可能性

があるんだと、そういう前提で物事を判断していくということが今までなかったんではな

いかなというふうに思ってございます。そういった意味で、そういった想定外がないよう

にしっかりと検討を重ねて、よりクリーンな施設にしていければなというふうに考えてい
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るところです。以上です。

【住民】

ちょっとごまかされているような感じなんですけど。何かあったら責任取るんですか、

それとも取らないんですか。

【東大和市長】

ないようにきちんとしていくということですから、当然、その時点での条件というもの

がありますから、決めたということに対しては、それなりの政治責任というものは考えな

きゃいけないかなというふうには思ってますけれども。

【小平市長・衛生組合管理者】

最終的には管理者という立場ですから、これは法的な責任を負います。責任を負う立場

ですから、きょう来ています。当たり前です。

【事務局長】

最後に、そちらの方、お願いいたします。

【住民】

小平市中島町の者です。小林市長にお尋ねしたいですが。小金井市は、今、ごみの処理

はどのようになったんですか。

それから、あと、皆さん、話を聞いていまして、随分と反対、反対というような形で思

っているようですが、中島町の場合、我々は随分と苦労しておりますが、皆さんは、今、

桜が丘の住民の方々は何が何でも反対だというようなことを言っておられます。しかし、

前市長の尾又さんも、そういうような形でもって一応引退されましたけど。我々は、暮ら

していますが、ビン・カンを含む６品目の全体を東大和にお願いしたいということであり

ましたが、最終的に折れまして、結局２品目になったということで、相当の尾崎市長も努

力されたんじゃないかと思います。また、小林市長もそれに了解、賛同されて、了解を得

て、東大和の市長のもっともな考え方をもって了解をされたんじゃないかと思います。

どうか、今の現在の焼却炉も、小平市の焼却炉も、もうあと二、三年で建て替えになろ

うかというようなことが起きてきております。当初の予定としては平成の３０年までには

建て替えが終わるという設定のもとではございましたけど、今言うごみの処理問題１個の

問題を解決しないで次の問題には移れません。どうか、今の焼却炉もあと５年はもちませ

んから、その後はどういうふうになるか。また、よそに持っていってやってもらうという

ことになりますと、相当の経費がかかります。だから、できれば、反対はされてはいるん
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ですが、それは気持ちはわかります。私どもも十何年間、私も中島町に住みまして、４０

年、５０年と住んでまいっておりました。当初よりは随分と環境問題、あるいはにおい、

そういうものはなくなってまいりました。どうか、衛生面に関してはまず問題はないと思

いますが、どうか尾崎市長に免じて、皆さん方もご了解をいただきたいと思います。

【小平市長・衛生組合管理者】

それではお答えさせていただきます。小金井市は、皆さん、情報は私と同じだと思いま

すが、小金井市はやはり自分のところで処理施設を、住民が受け入れなかったために、ご

みの処理場を持たない、全国で多分唯一の市だと思うんですけれども。要するにトイレを

持たない家みたいなものですよね。どこかに処理をしてもらって、お金を払って処理をし

てもらう。これがようやく、今度、日野市が、国分寺市の建て替えが既に時期が来まして、

国分寺市も、建て替えの際は撤退をするということを住民の皆さんに約束事として建てた

ものですから、そこに新たに建てるということが住民の合意としてなかなかとれないとい

うことで、小金井市と国分寺市が、日野市が新たに焼却炉を建てますが、そこに入れても

らうということで、今、日野市では３人の、小金井、国分寺、日野市長が、きょうと同じ

ような住民説明会で理解を得るべく努力をしているというふうに聞いております。以上で

す。

【事務局長】

それでは大変恐縮ではございますが、質問のほうも尽きないとは思いますけれども、予

定の時刻を過ぎましたので、本日の説明会につきましては終了とさせていただきます。

貴重なご意見をたくさんいただきましたので、これをまた私ども、糧として、この先へ

進めてまいりたいと思います。どうもありがとうございました。


